
 

 

 

 

発信日：2022 年 5 月 2 日 

 

情報通信103号の続報です。4/28付けで水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・

地域が更新されて、ベトナムから日本への帰国・入国に係る待機期間が変更されました。 

                

今回のテーマ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置-続報⑱」について 

 

 

◆詳しくは外務省HPをご覧ください 
⇒https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html 
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